
                      大阪府警察・大阪市連絡協議会設置要綱  

  

第１章 協議会  

（設置）  

第１条  大阪府警察と大阪市が相互に連絡、協議し、もって円滑な行政の遂行に資す

ることを目的として、大阪府警察・大阪市連絡協議会（以下「連絡協議会」と

いう。）を設置する。 

 

（構成）  

第２条  協議会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 会長は、大阪府警察大阪市警察部長及び大阪市政策企画室長をもって充てる。 

３ 委員は、別表第１に掲げる者をもって充てる。 

 

（協議会の開催）  

第３条  協議会は、会長が招集し、議事を主宰する。 

２ 協議会は、定例会を年１回開催し、必要に応じ臨時会を開催する。なお、臨 

時会においては、委員の出席は議事に必要な委員のみとすることができる。 

３ 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対し協議会への出

席を求めることができる。 

 

（議題）  

第４条  協議会の議題の提起は、双方から行うものとし、協議した結果、合意に達し

た問題については、双方とも最大限尊重する。 

  

第２章 幹事会  

（設置）  

第５条  協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、協議会への付議事項を事前に協議するとともに、大阪府警察と大

阪市相互間の連絡等に関する事項を協議する。 

 

（構成）  

第６条  幹事会は委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は、大阪府警察大阪市警察部総務課長及び大阪市政策企画室秘書部長

をもって充てる。 

３ 委員は、別表第２に掲げる者をもって充てる。 

 

（幹事会の開催）  

第７条  幹事会は委員長が必要あるときに招集し、議事を主宰する。なお、委員の出

席は議事に必要な委員のみとすることができる。 

２ 幹事会において必要があるときは、委員以外の者に対し、幹事会への出席を



求めることができる。 

 第３章 雑則  

（庶務）  

第８条  協議会の庶務は、大阪府警察大阪市警察部総務課及び大阪市政策企画室秘書

部において行う。 

 

 

附則 

この要綱は、平成９年２月13日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成10年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成13年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成14年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成16年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成21年６月11日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成23年４月25日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附則 



この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成27年６月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和３年５月13日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和３年11月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 



別表第１ 

 

大阪府警察・大阪市連絡協議会委員 

 

《大阪府警察》 

会 長  大阪市警察部長 

委 員  総務部総務課長 

警務部警務課長 

生活安全部生活安全総務課長 

地域部地域総務課長 

刑事部刑事総務課長 

交通部交通総務課長 

警備部警備総務課長 

大阪市警察部総務課長 

 

 

《大 阪 市》 

会 長  政策企画室長 

委 員  政策企画室秘書部長 

危機管理室長 

市民局総務部長 

市民局区政支援室地域安全担当部長 

計画調整局企画振興部長 

福祉局生活困窮者自立支援室長 

こども青少年局企画部長 

中央こども相談センター所長 

経済戦略局企画総務部長 

建設局総務部長 

消防局予防部長 

教育委員会事務局総務部長 



別表第２ 

 

                     大阪府警察・大阪市連絡協議会幹事会委員  

 

《大阪府警察》 

 委員長  大阪市警察部総務課長 

  委 員    警務部警務課企画担当調査官 

            大阪市警察部総務課管理官 

総務部総務課企画担当管理官 

            生活安全部生活安全総務課企画担当管理官 

            地域部地域総務課企画担当管理官 

            刑事部刑事総務課企画担当管理官 

            交通部交通総務課企画担当管理官 

            警備部警備総務課企画担当管理官 

       

 

《大 阪 市》 

委員長  政策企画室秘書部長 

委 員  政策企画室秘書部秘書課長 

危機管理室危機管理課長 

市民局総務部総務担当課長 

市民局区政支援室地域安全担当課長 

計画調整局企画振興部総務担当課長 

福祉局生活福祉部生活保護調査担当課長 

こども青少年局企画部青少年課長 

中央こども相談センター運営担当課長 

経済戦略局企画総務部総務課長 

建設局総務部総務課長 

消防局予防部予防課長 

教育委員会事務局総務部総務課長 

 

 


